
議案第67号 

 

   阿見町放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 

 阿見町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和7年6月3日提出 

 

                        阿見町長 千 葉  繁   

 

阿見町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

阿見町放課後児童クラブ条例(平成27年阿見町条例第5号)の一部を次のように改正する。 

 

第2条第2項の表中「荒川本郷1400番地」を「荒川本郷1993番地1」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



阿見町放課後児童クラブ条例（平成27年条例第5号）新旧対照表 

改正前 改正後 備考 

（設置及び名称等） （設置及び名称等）  

第2条 （略） 第2条 （略）  

2 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

2 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

 

名称 位置 

阿見小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町中央二丁目1番5号 

本郷小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町大字荒川本郷1400番地 

君原小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町大字塙145番地 

舟島小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町大字島津3928番地 

阿見第一小学校区放課後児童

クラブ 

阿見町岡崎三丁目19番地 

阿見第二小学校区放課後児童

クラブ 

阿見町大字阿見4988番地 

あさひ小学校区放課後児童ク

ラブ 

阿見町本郷一丁目5番地1 

 

名称 位置 

阿見小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町中央二丁目1番5号 

本郷小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町大字荒川本郷1993番地1

  

君原小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町大字塙145番地 

舟島小学校区放課後児童クラ

ブ 

阿見町大字島津3928番地 

阿見第一小学校区放課後児童

クラブ 

阿見町岡崎三丁目19番地 

阿見第二小学校区放課後児童

クラブ 

阿見町大字阿見4988番地 

あさひ小学校区放課後児童ク

ラブ 

阿見町本郷一丁目5番地1 

 

 

 



 

議案第67号 説明資料 

 

【主な改正の理由】 

本郷小学校区放課後児童クラブは、本郷小学校敷地内で運営しておりましたが、新たに本

郷小学校敷地外に専用施設を設け、運営場所を移転したことにより、当該児童クラブの所在

地について所要の改正が必要となったため。 

 

【改正の概要】 

放課後児童クラブの所在地にかかる規定である第2条第2項中、本郷小学校区放課後児童

クラブの所在地について、次のとおり改正するもの。 

 

改正前 改正後 

阿見町大字荒川本郷1400番地 阿見町大字荒川本郷1993番地1 

 

 


